
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

一
般
社
団
法

人
フ
ロ
イ
デ
む
つ
市
大
字
田
名

部
字
南
椛
山
二
六

の
一

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
工
房

野
の

花

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
北
椛
山
一
一
令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第243号令和２年12月７日 月曜日

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
西
弘
前
支

店

弘
前
市
大
字
中
野
一
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
西
弘
前
支

店

弘
前
市
大
字
松
原
西
二
丁
目

第
二
百
四
十
三
号

令
和
二
年十

二
月
七
日

（
月
曜
日
）



（ ）2青 森 県 報 第243号令和２年12月７日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


